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被介護者とその家族介護者における
「介護サービス消費」の意思決定プロセス

田村久美�� 　水谷節子��

は じ め に

介護サービスは，介護保険制度が施行されたこと
で，「措置」から「事業者と利用者との契約」に基づ

くものに移行された．それにより利用者自身におけ
る介護サービスの選択・決定が前提となり，契約に
対する選択の責任を負わなければならなくなった．
そのため，介護サービスにかかわる消費トラブル，
中でも介護契約に関するトラブルは顕著となり��，
介護サービスに対する利用者の権利と義務が強く求
められるようになった．
こうした背景から，介護サービスに関する先行研
究を探究すると，介護サービス利用者を「消費者」視

点で捉え，消費者の権利の行使について指摘されて
いることが分かる��� ���．一般的にサービスの消費
に対する「消費者」視点は，普遍的であるように思
われる．しかし，介護サービスの消費に対する「消
費者」視点では，異質性が感じられる．それは，被
介護者が介護サービス内容について説明を受けたと
しても，状態によっては本人の意思能力では選択で
きない場合がある．つまり，消費者行動の重要な部
分である意思決定プロセス，すなわち「サービスに

関する情報収集，比較・検討，判断・決定，再検討」
における意思決定が不十分にならざるを得ない現状
がある．そのため，本来選べるはずの介護サービス
が，一方的に与えられる介護サービスに陥ってしま
うことも考えられる．このような状況は，介護保険
制度に限らず，保険外の介護サービスにおいても同
様に消費者の意思決定が伴うはずである．したがっ
て，介護サービスを「消費者」視点で述べる場合，
すべての介護サービスを包含して論究する必要があ

るだろう．
そこで，本研究は，被介護者とその家族介護者に

おける介護サービスの「消費者」視点に立つ意思決
定の探究を論点とする．なぜなら，被介護者とその

家族介護者の両者が，介護サービスを購入する際，
消費者の立場から意思決定をおこなうことで，サー

ビス提供者と消費者の対等な関係を形成させる可能
性に繋がると考えるからである．つまり，このよう
な関係の構築は，介護サービスの本来の目的である
「介護サービスを生活資源として利用することで，介
護者自身の ��向上を図る」ことになるのではな
いか．また，「その介護サービスを有効に活用するこ
とで，家族介護者の介護負担を軽減するなどの生活
支援に繋がる」のではないだろうか．したがって，
介護サービスの適切な利用には，被介護者とその家

族介護者の両者がよりよい形でサービスの選択がで
きる意思決定が重要となる．
本研究では，まず介護サービスと消費者の関連性

を先行研究から探り，被介護者を消費者と捉える背
景を考察する．これらを背景として介護サービスに
おける消費者視点の必要性を明らかにした上で，被
介護者とその家族介護者の介護サービスにかかわる
意思決定について論究するものである．このことか
ら，両者の消費者意識にかかわる「介護サービスに

対する意思決定」の捉え方を提示したい．

介護サービスにおける「消費者」視点

�．介護サービスと消費者の関係

まずは，介護サービスの「サービス」について探
究する必要がある．サービスとは，一般的に「市場
において有償で取り引きされる価値を内包した無形
財」��と概念づけられている．つまり，市場による生
産者と消費者間における，契約上の商品売買の成立
である．本研究で焦点とする介護サービスの場合，
その商品とは，形で提示される商品ではなく無形の

商品であり，日常動作の介護補助などをいう．これ
は，無形商品としての人的サービスである．このよ
うな介護サービスは，提供者が利用者ニーズへ適合
性のあるサービス内容を提示しなければならない．
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利用者は，サービス内容に関する情報や説明を求め，
検討し，契約を交わした上で代金を支払う．しかし，
サービス内容や取引内容の虚偽があった場合など
は，提供者に対して異議申し立ての行動をとること

もある．つまり，「消費者の権利」の主張であり，こ
うした介護サービスに関する提供から消費までの過
程における一連の行動を，「消費者行動（��������
��������）」という．したがって，消費者行動の基本
概念から考えると，利用者である被介護者は，「消費
者」という位置づけになるのではないだろうか．こ
のような理解は，当然のように思われる．なぜなら，
被介護者を含むすべての人は消費者だからである．
では，なぜ改めて，被介護者を消費者と捉えようと

するのか．つまり，「被介護者は消費者ではない」と
いう逆説がこれまでにあったということなのか．
介護保険制度の導入前は，介護を必要とする高齢

者に対して，措置方式と保険方式によって対応され
ていた．特に，措置方式は，社会福祉の一環として
の介護サービス利用であり，国民の権利として認識
されていた．つまり，行政から与えられる意識が強
く，そこには自らが選択・決定・購入という消費者
意識を働かせる要因はなかったと考えられる．その

ため，当然のごとく介護は一方的に受けるもので，
被介護者の自己責任によった意思決定にかかわる消
費者行動は，存在し得なかった．だが，介護保険制
度が導入されたことで，冒頭で述べたように契約に
基づく介護サービスは，それ自体が商品化されてし
まったのである．こうした動向から，提供者と利用
者にとって介護サービスは，「事業者と消費者」とい
う消費や消費者意識の転換が図られることになった．
このような背景があり，介護サービス利用者は，消

費者として位置づけられるようになったと考える．
そこで，この位置づけについて，先行研究から考
察してみる．例えば，三好は，介護保険制度が施行
されたことで，導入前よりもサービス利用料の負担
が大きくなった事例を取り上げ，その深刻さを指摘
し，「費用負担の増加への対応に毎日の生活費用の
切り詰めという手段しかない高齢者には，あまりに
も重い現実の『介護サービスを金で買う時代』の到
来であろう．」��と述べている．つまり，��向上

の支えとなるはずの介護サービスが，場合によって
は自己負担額が増加してしまい，十分な介護サービ
スが受けられない状況を作り出しかねない，と解す
ることができる．そして，「介護サービスを金で買
う」という表現は，介護サービスに対価を払って消
費契約をする行動であり，介護サービス提供者と消
費者の売買契約に伴う消費者行動の発生を表すもの
と考える．つまり，「介護サービスを買う被介護者」

を「消費者」という位置づけとしているのではない
だろうか．
また，大曾根は，高齢者や障害者は，産業社会に

おける最後の消費者として，「商品を選択し，購入

し，使用し，廃棄しなければならない．そして，福
祉サービスさえも，経済的な取引関係によって，手
に入れなければならない．なぜなら，福祉サービス
も，一般の市場における商品と同じように，商品と
みなされるようになるのだから．」��と述べている．
また，「福祉サービスを提供することを目的とする
契約は，まぎれもなく，消費者契約である．」，とも
述べている��．大曾根の場合，まず，サービスの利
用者は「消費者」であることを前提に捉えていると

言える．なぜなら，「福祉サービスさえも，経済的
な取引関係によって，手に入れなければならない．」
とは，市場における契約上での取引が生じた状態を
示す解釈であり，消費者が介護サービスの購買行動
や消費行動として関与する消費者行動を示唆してい
るからである．ゆえに，福祉サービスは消費者契約
であるという説明をしていると捉えられる．
近年の文献においては，大林が「利用者は一般消

費者であり『消費者の権利』を行使できる方々です．

行政処分による措置ではなく介護サービスを受ける
介護サービスの消費者となった」と述べている��．
そして，木間は，介護事故に遭う被介護者について
「消費者も事業者も損害賠償額に関心を払うより，
介護事故の未然防止のために，ケアマネジメントの
重要性に関心を払う必要がある．」��と指摘してい
る．これらの二つの文献から解釈できることは，介
護サービスが消費契約に伴うものだからこそ，被介
護者は，「消費者」の立場となる．そして，消費者で

あるがゆえに，介護サービスの契約から実施までの
すべての過程（消費者契約，ケアプランに対する依
頼や検討，評価）において「消費者の権利」の行使
が重要になるのである．
以上のような研究動向に基づくと，介護サービス

と消費者の関係について「介護サービスを買う被介
護者は消費者である．」という理解は，適切なもの
と言える．次に，介護サービスを消費する消費者と
は，誰を指しており，どのような意味を含意してい

るのかを論考する．
�．「介護サービス」消費とその消費者とは

消費者は，無形財であるサービスに関する情報を
収集し，自身にとってサービスを買う価値がどこに
あるのかを求める．そして，価値が見出せると判断
した時点で最終的な決定をおこなう．介護サービス
において価値を見出すということは，そのサービス
内容を活用することが個人にとってよりよい生活資



介護サービス消費の消費者意識 ���

源となるはずであり，有益な生活資源として ��

に繋がることが望ましいと考えられる．ゆえに，介
護サービスを直接利用する被介護者は，消費生活の
主権者として，介護サービス利用の権利を主張する

行動が求められる．これについては，先述した考察
からも言えることである．しかし，介護サービスに
対して家族介護者も，消費者という視点に立つべき
である．家族介護者が消費者の意識を持つことは，
主となる家族介護者として被介護者の要求を代行す
るという家族資源管理���に繋がる．ただし，これは
被介護者の病気の程度や介護度により異なる．被介
護者が消費者意識を持つことができる状態ならば，
被介護者自身が意思決定をすることは可能だが，例

えば，被介護者が認知症など日常生活上の判断に困
難が生じる場合は，家族介護者が被介護者に代わる
判断を迫られる．
したがって，これらのことから「介護サービスを
消費する消費者」とは，被介護者とその家族介護者
のことであり，両者が消費者の視点に立ち，それぞ
れの立場で意思決定を行い，消費に対する責任を果
たすことになる．以上のような「介護サービスを消
費者の観点で捉える」ことは，「医療サービスを消費

者の観点で捉える」という考え方と似ている．それ
は，無形財を購入する消費者の立場という視点から
探究できると考えられる．
すなわち，医療サービスは医療事故の頻発が社会
問題化したことを背景とし，医療行為や病院経営が
患者や地域住民に対し，社会的責任を一層厳しく問
われるようになったことと関連している．従来，安
心だと思っていた医療行為は信頼を欠き，不安を抱
き始めた患者が，自身の治療方法やその行為を手掛

ける主治医，母体である病院に関心を示すように
なった．このように，「医師に治療を委ねる患者」か
ら「治療に参画する患者」へと移行し，「消費者の
権利」を基調とした「患者の権利」���を主張するよ
うになったのである．患者の医療サービスへの意識
変化は，�			年頃から顕著になり始め，医療サービ
スを受ける患者を「医療消費者」と呼称するように
なった ��	�．つまり，患者は，消費者行動に向かう
意思決定として，「サービスに関する情報収集，比

較・検討，判断，決定，再検討」というプロセスを
踏むことによって，医療サービスを消費（医療サー
ビス消費��� する医療消費者の意思決定が可能にな
るのである．
こうした医療提供者と患者を取り巻く医療サービ
スの動向に鑑みると，介護サービスを受ける利用者
は，「消費者」として位置づけられる．市場原理に基
づく介護サービスだからこそ，被介護者が消費者の

権利を主張し，適切な意思決定によって介護サービ
スを生活資源とすることが重要となる．筆者らは，
このような意思決定プロセスを，「介護サービス消
費」と呼称する．これは，医療消費者の意思決定プ

ロセスが，介護サービス消費の際，被介護者と家族
介護者の意思決定プロセスにも同様に当てはまるも
のと理解できるからである．

被介護者とその家族介護者における

「介護サービス消費」の意思決定

�．サイモンの意思決定理論

消費者行動において重要視される介護サービス
の意思決定について論考する場合，基本的な理論
を用いることが有効的である．そこで，本研究で

は，サイモン（�������  ．!����）理論に依拠し
て考察する．サイモンの意思決定理論を援用する
理由については，サイモンが経営学者バーナード
（"������ #．$�����%）の %����������&��'を受け
継ぎ，意思決定のしくみを解き明かした意思決定論
の先駆者だからである．そのサイモンが示した意思
決定プロセスは，「問題認識(情報活動（ �������'����
�������)）・設計活動（%���'� �������)）・選択活動
（������ �������)）」という三つの局面の活動であ

る��� ���．すなわち，一般的に意思決定は，「何らか
の問題に直面した人間が，その解決策を探究・評価
し，最善の解決策を選択しようとするプロセスであ
り」
����，それが上述した三つの局面から構成され
た活動である．
次に，この意思決定プロセスを援用したサービス

消費を捉えてみる．
�．「介護サービス消費」の意思決定プロセスの

概念提示

「介護サービス消費」の意思決定プロセスを考える

際に前提となるのは，被介護者とその家族介護者の両
者における消費者意識への解釈である．つまり，それ
ぞれが消費者の立場で介護サービス購入の意思決定が
必要になるということである．そこで，提示したい
のが図 �である．これは，被介護者とその家族介護
者における「介護サービス消費」の概念図であり，介
護サービスの意思決定の機能を示している． ��� 
�

の 
つの意思決定の捉え方について以下に解説する．
第一は，「介護サービスに対する被介護者自身の直

接的な意思決定」（図 � ��）である．サービスの直
接的利用者である被介護者は，自らの判断が可能な
限り，ケアマネジメントに対して直接的に意思決定
することが要求される．例えば，ケアマネージャー
が利用者の依頼を受けて，適切なサービスを組み合
わせた計画（ケアプラン）が作成され実行されてい
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図 � 被介護者と家族介護者における「介護サービス消費」概念

るか，などである．すなわち，介護ニーズとサービ
ス内容の適正性，サービス契約の内容と実際内容と
の的確性などである．つまり，被介護者自身が介護
サービスの契約条件やサービスの質，介護費用，解
約などの情報を取得（情報活動）し，そのサービス
が生活資源として適切であるかを検討する（設計活

動）．そして，利用者主体による評価・判断をする
（選択活動）．
第二は，「家族介護者を通じた被介護者の間接的な

意思決定」（図 � ��）である．判断能力の不十分な
認知症の症状などをもつ利用者と介護サービス契約
の成立には，家族介護者による間接的な意思決定能
力が求められる．家族介護者は，被介護者の人格を
尊重した形で代行という役割を担うことになる．ケ
アマネジメントについては，被介護者を中心とした

家族介護者を交えた検討の場が必要である．また，
成年後見制度や任意後見人制度，地域福祉権利擁護
事業などの機能を利用する場合にも，間接的な意思
決定が要求される．
第三は，「介護サービスについての家族介護者の

直接的な意思決定」（図 � 
�）である．これは，被介
護者を看る家族介護者自身の ��を視野に入れた
視点である．被介護者が介護サービスを利用するこ
とにより，家族介護者自身と他の家族構成員の生活

環境・生活設計などに影響を及ぼすことから，介護
サービスに対する意思決定能力は被介護者主体であ
ると同時に家族介護者主体でもある．すなわち，家
族介護者は，消費生活にかかわる介護サービスを評
価（安全性・快適性・効率性・経済性など）し，その

他の介護者や同居家族者の生活に適合する介護サー
ビスを導入する役割を担う．
さらに，介護サービス消費は，被介護者の介護に

かかわる程度や家族構成員の年齢や同居形態などの
変化に伴って，常に修正されることが求められる．
そしてそれは，充足的に繰り返されることが不可欠

である（図 �【継続的修正】）．この修正は，サイモ
ンが示す意思決定の第四の局面である過去の選択を再
検討する「再検討活動（�����+ �������)）」に当たる．

ま と め

本研究では，被介護者とその家族介護者の消費者
視点における「介護サービス消費」という概念につ
いて論究している．介護サービス消費にかかわる意
思決定の捉え方については，サイモンの意思決定理
論である �つの局面に拠って論じた．その結果，筆
者らは，意思決定には 
つの捉え方があるという理

解に立った．それは，被介護者は，介護サービスに
「消費の直接的意思決定」，家族介護者は，介護サー
ビスに被介護者を通じて「消費の間接的意思決定」，
そして，家族介護者自身の生活にかかわる「消費の
直接的意思決定」，である．これらの考え方を「介護
サービス消費の概念図」として図示した．
以上の論点から，被介護者とその家族介護者は，

「介護サービス消費の意思決定」を消費者として意
識し行動に移す姿勢が望まれる．したがって，今後

の研究課題は，消費者教育�	�の一課題である消費
者の意思決定の観点から，消費者意識の高揚と消費
者行動について論究することにある．

注

� � ）例えば，「�利用者は一般消費者であり『消費者の権利』を行使できる方々です．行政処分による措置ではなく介護

サービスを受ける介護サービスの消費者となったわけです．」大林美秋：介護サービスに消費者の権利を 　�生活全般

にも個別性の視点を�，ふれあいケア．�（��），�����，����．



介護サービス消費の消費者意識 ���

� � ）「介護サービスは，消費者としての市民の力の向上と，地域市民としての地域自治の力の向上の二本柱でないと決して

よくならない．」岡本仁宏：市民による「第三者評価」事業の可能性，消費者情報．���，�����，����．

� � ）家族資源（�	
�� ���������）とは，「 ��家族成員の個人的資源，��家族システムの内部資源，��社会的資源，��対処

行動，という四つの要素からなり，家族の総合的対処能力を規定する．」ものであり，家族資源管理は，家庭生活に危

機が生じた場合，家族資源を導入し，よりよく家庭生活が機能するように管理することである．日本家政学会（編）：

家政学用語辞典．朝倉書店，東京，��，����．

� � ）「患者の権利」は，国際消費者機構（��：�����
��� ������	����	�）が提唱した消費者の �つの権利を応用した医療

生協の「患者の権利章典」では，「知る権利」，「自己決定権」，「プライバシー関する権利」，「学習権」，「受療権」，「参加

と協同」がある．「日本生活協同組合連合会医療部会ホームページ」，�������������	
�	�������，����．また，

「患者の責任」は，「批判的意識をもつ責任（������	� ��	������）：医療サービスの内容，質，費用をしっかり見つめ，

批評眼をもつ責任」，「参加して行動する責任（������ 	�� �� �� �
���）：医療に参加し，適切な医療を受けられる

よう自己主張する（行動する責任），「社会に配慮する責任（!���	� "��#����$����）：医療の受益者としての自らの行

動が他社に及ぼす影響を自覚する責任」，「環境に配慮する責任（%����&��	� "��#����$����）：医療の受益者としての

自らの行動が環境に及ぼす影響を理解する責任」，「団結＝連帯する責任（!����	���）：弱者としての患者の立場の理

解（擁護を求めて団結し，連帯する責任）」である．

� � ）「医療サービス消費」の定義は，明確に示されたものはないが，この用語を用いた論文はある．例えば，府川は「同じ

年齢層でも医療サービス消費は個々人によってさまざまであり，高齢者の医療サービス消費は年齢以外の要素に依存し

ている．」という表現を用いている．つまり，医療サービスの消費行動を示していると解釈できる．府川哲夫：老人医

療における医療サービス消費と年齢，日本公衆衛生誌．��（�），�������，����．

� � ）経営管理の視点からサイモンは，意思決定は四つの主要な局面から成っているという．すなわち，「決定のための機会

を見出すこと，可能な行為の代表案を見出すこと，行為の代替案の中から選択を行なうこと，および過去の選択を再検

討すること等」である．'��$��� �．!�
��，��� ��� ����	�� 
� �	����	� ������
	，'	�#��，����．

� � ）稲葉元吉・倉井武夫訳：意思決定の科学．産業能率大学出版部，東京，�����，����．

� � ）消費者教育の一般的な目的として，米川らは「第一に，今日の経済社会において消費者としての商品・サービスの購

入・使用にあたって，自ら意志決定し，合理的な行動をとることのできる能力を身につけることである．次に第二の目

的は，消費者が消費者問題の事実を認識し，その解決のために，他の消費者と連帯して行動できる力を消費者として自

己形成することである．」としている．これは，消費者教育の根底となる概念である．米川五郎・高橋明子・小木紀之：

消費者教育のすすめ．有斐閣，東京，�������，����．
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